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  令和６年４月１日 

京都市長  松 井 孝 治   

京都市規則第   号 

   京都市児童福祉施設措置費等徴収規則等の一部を改正する規則 

（京都市児童福祉施設措置費等徴収規則の一部改正） 

第1条 京都市児童福祉施設措置費等徴収規則の一部を次のように改正する。 

 第２条第３項第４号イ中「次のいずれかに該当する者」を「要保護者等（子ども・子

育て支援法施行令第４条第２項第６号に規定する要保護者等をいう。以下同じ。）」に改

め、同号イ（ア）から（キ）までを削り、同項第５号ア中「及び児童家庭支援センター」

を「、児童家庭支援センター及び里親支援センター」に改め、同号イ中「第６条の２の

２第３項」を「第７条第２項」に改め、「同項に規定する医療型児童発達支援を受ける場

合及び」を削り、同号ウ中「第４項」を「第３項」に、「厚生労働省令」を「内閣府令」

に改める。 

 第４条第１項各号列記以外の部分中「含む。」の右に「別表第５備考７を除き、」を加

える。 

 第５条第１項各号列記以外の部分中「、児童相談所長」を削る。 

別表第１備考１⑵イ及び別表第２備考１⑵イ中「第２条第３項第４号イ（ア）から（キ）

までに掲げる者」を「要保護者等」に改める。 

別表第３徴収額（月額（助産施設にあっては、１回当たりの額））の欄中「児童自立

支援施設」の右に「（通所部を除く。）」を、「限る。）」の右に「、児童自立支援施

設（通所部に限る。）」を加え、同表備考２⑶中「該当する者」の右に「（社会福祉施

設に措置された者、法第２４条の２第１項の規定による障害児入所給付費の支給を受け

ている保護者の子である児童、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律（以下「障害者総合支援法」という。）第６条に規定する自立支援給付の受給者

（同法第５条第６項、第７項及び第１２項から第１４項までに規定する障害福祉サービ

スに限る。）又は障害者総合支援法附則第２２条第１項に規定する特定旧法受給者を除

く。）」を加え、同備考３中「切り捨てた額）」の右に「（以下「最多額者以外の者の

徴収額」という。）」を加え、同備考３に次のように加える。 

ただし、措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは法第６条の３第１項に

１



規定する児童自立生活援助の対象となる者の属する世帯の扶養義務者が、法第２

１条の５の２の規定による障害児通所給付費又は法第２４条の２第１項の規定に

よる障害児入所給付費の支給を受けている場合には、当該世帯に係る徴収額につ

いては、最多額者以外の者の徴収額に、この表又は次表に掲げる額（４又は５の

規定の適用がある場合には、その適用後の額）の最も多額な者に係る徴収額を加

えた額を当該世帯に係る徴収額の上限額（当該世帯における措置の対象となる児

童の徴収額が措置費の支弁額である場合、日割りによって計算して得た額の場合

又は児童自立支援施設（通所部に限る。）及び児童心理治療施設（通所部に限る。）

の徴収額である場合は、当該世帯における措置の対象となる児童の徴収額の合算

額を当該世帯の上限額とする。）（以下「世帯上限額」という。）とし、世帯上

限額がその月の利用者負担額（法第２４条の７第１項に規定する食事の提供に要

した費用及び居住に要した費用並びに法第２１条の５の２９第１項に規定する肢

体不自由児通所医療又は法第２４条の２０第１項に規定する障害児入所医療に係

る利用者の負担額を含む利用者の負担額の上限額（当該額が利用者が負担すべき

額の上限額を超える場合には、当該上限額とする。）をいう。以下同じ。）を上

回る場合にあっては、当該世帯上限額と障害児通所事業及び入所施設（法第２１

条の５の３第１項に規定する指定通所支援及び法第２４条の２第１項に規定する

指定障害児入所施設等をいう。以下同じ。）の利用者負担額との差額を乳児院等

（乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援

施設、小規模住居型児童養育事業を行う者、児童自立生活援助事業を行う者又は

里親をいう。以下同じ。）に係る徴収額とし、世帯上限額が障害児通所事業及び

入所施設の利用者負担額を下回る場合にあっては、乳児院等に係る徴収額は０円

とする。 

 別表第３備考４中「第６条の２の２第３項」を「第７条第２項」に改め、「徴収額は、」

の右に「Ａ階層からＤ階層（市町村民税の所得割の額（年額）による区分（以下「税額

区分」という。）がＤ１からＤ６（Ｄ６の適用を受ける世帯については、母子生活支援

施設、児童心理治療施設(通所部に限る。)、児童自立支援施設（通所部に限る。）又は

児童自立生活援助事業を行う者の欄を適用するものに限る。）までの世帯に限る。）ま

での世帯にあっては」を、「額）」の右に「とし、Ｄ階層のうち税額区分がＤ６（Ｄ６

の適用を受ける世帯については、助産施設、乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設



(通所部を除く。)、児童自立支援施設(通所部を除く。)、小規模住居型児童養育事業を

行う者又は里親の欄を適用するものに限る。）からＤ１５までの世帯にあっては措置費

又は助産等費用の支弁額」を加え、同備考４に次のように加える。 

この場合において、Ｄ階層のうち税額区分がＤ６以上であって措置費又は助産

等費用の支弁額が、各税額区分に規定する徴収額の上限額を日割りによって計算

して得た額（以下「日割り上限額」という。）を超えるときの当該世帯に係るそ

の月における措置費又は助産等費用の徴収額は、日割り上限額とする。 

 別表第３備考に次のように加える。 

７ 令和６年７月１日から令和１３年６月３０日までの期間（以下「対象期間」と

いう。）の各月分の措置費等の算定に限り、階層区分がＣ階層であると認定され

た世帯（令和６年６月３０日までに措置が採られ、又は母子保護の実施若しくは

法第６条の３第１項に規定する児童自立生活援助が行われている世帯であって、

令和５年７月１日から令和６年６月３０日までの期間における階層区分が、当該

世帯の本人又は扶養義務者が京都市市税条例の一部を改正する条例（令和２年１

１月２５日京都市条例第１９号）第２条の規定による改正前の京都市市税条例第

３５条第２項第３号の規定（以下「均等割免除規定」という。）の適用を受ける

ことによりＢ階層であった世帯に限る。）に係る徴収額は、次の各号に掲げる期

間の区分に応じ、当該各号に掲げる額（当該額に１００円未満の端数があるとき

は、これを切り捨てた額）とする。 

⑴ 令和６年７月分から令和７年６月分まで Ｂ階層の徴収額 

⑵ 令和７年７月分から令和９年６月分まで Ｃ階層の徴収額とＢ階層の徴収額

との差額に０．７５を乗じて得た額をＣ階層の徴収額から減じた額 

⑶ 令和９年７月分から令和１１年６月分まで Ｃ階層の徴収額とＢ階層の徴収

額との差額に０．５を乗じて得た額をＣ階層の徴収額から減じた額 

⑷ 令和１１年７月分から令和１３年６月分まで Ｃ階層の徴収額とＢ階層の徴

収額との差額に０．２５を乗じて得た額をＣ階層の徴収額から減じた額 

８ ７の規定は、７の規定の適用を受ける世帯がＣ階層以外の階層区分となった場

合には、その月分から令和１３年６月分までの期間における徴収額の算定につい

ては、適用しない。 

９ 令和６年６月３０日までに法第２２条第１項に規定する申込みを行った世帯で



あって、当該申込み時点における階層区分が、当該世帯の本人又は扶養義務者が

均等割免除規定の適用を受けることによりＢ階層であった世帯のうち、令和６年

７月１日から令和７年６月３０日までの期間における階層区分が、均等割免除規

定が廃止されたことによりＣ階層と認定された世帯の助産の実施に係る徴収額は、

令和６年７月分から令和７年６月分までについては、Ｂ階層の徴収額とする。 

別表第４備考２⑵アからオまで以外の部分中「者」の右に「（社会福祉施設に措置さ

れた者、法第２４条の２第１項に規定する指定障害児入所施設等を利用する児童、障害

者総合支援法第６条に規定する自立支援給付の受給者（同法第５条第６項、第７項及び

第１２項から第１４項までの規定による障害福祉サービスに限る。）又は障害者総合支

援法附則第２２条第１項に規定する特定旧法受給者を除く。）」を加え、同備考２⑵を

同備考２⑶とし、同備考２⑴を同備考２⑵とし、同備考２⑵の前に次のように加える。 

⑴ 扶養義務者のいない世帯 

別表第４備考４中「徴収額は、」の右に「Ａ階層からＤ階層（税額区分がＤ１からＤ

５までの世帯に限る。）までの世帯にあっては」を、「額）」の右に「とし、Ｄ階層の

うち税額区分がＤ６以上の世帯にあっては措置費の支弁額」を加え、同備考４に次のよ

うに加える。 

この場合において、Ｄ階層のうち税額区分がＤ６以上の世帯であって措置費の

支弁額が日割り上限額を超えるときの当該世帯に係るその月における措置費の徴

収額は、日割り上限額とする。 

別表第４備考に次のように加える。 

７ 対象期間の各月分の措置費等の算定に限り、階層区分がＣ階層であると認定さ

れた世帯（令和６年６月３０日までに措置が採られた児童が属する世帯であって、

令和５年７月１日から令和６年６月３０日までの期間における階層区分が、当該

世帯の構成員が均等割免除規定の適用を受けることによりＢ階層であった世帯に

限る。）の徴収額は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に掲げる額

（当該額に１００円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）とする。 

⑴ 令和６年７月分から令和７年６月分まで Ｂ階層の徴収額 

⑵ 令和７年７月分から令和９年６月分まで Ｃ階層の徴収額とＢ階層の徴収額

との差額に０．７５を乗じて得た額をＣ階層の徴収額から減じた額 

⑶ 令和９年７月分から令和１１年６月分まで Ｃ階層の徴収額とＢ階層の徴収



額との差額に０．５を乗じて得た額をＣ階層の徴収額から減じた額 

⑷ 令和１１年７月分から令和１３年６月分まで Ｃ階層の徴収額とＢ階層の徴

収額との差額に０．２５を乗じて得た額をＣ階層の徴収額から減じた額 

８ ７の規定は、７の規定の適用を受ける世帯がＣ階層以外の階層区分となった場

合には、その月分から令和１３年６月分までの期間における徴収額の算定につい

ては、適用しない。 

別表第５備考に次のように加える。 

６ 階層区分がＣ階層又はＤ階層であって、小学校就学前児童（法第６条の２の２

第１項に規定する障害児通所支援に係る小学校就学の始期に達するまでの障害児

又は幼稚園、特別支援学校の幼稚部、保育所、児童心理治療施設若しくは就学前

の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第２条第６項

に規定する認定こども園に通い、在学し、若しくは在籍する小学校就学の始期に

達するまでの児童をいう。以下同じ。）が２人以上属する世帯の主たる扶養義務

者にあっては、当該主たる扶養義務者の障害児１人につき１日当たりの徴収額は、

次の各号に掲げる障害児の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。ただし、法

第６条の２の２第１項に規定する障害児通所支援に係るものに限り、７に該当す

るものを除く。 

⑴ 障害児（小学校就学前児童である者を除く。）又は小学校就学前最年長児童

（小学校就学前児童のうち最年長の者をいう。以下同じ。）である障害児 徴

収額に定める額 

⑵ 小学校就学前児童である障害児（小学校就学前最年長児童を除く小学校就学

前児童のうち最年長者である障害児に限る。） 徴収額に定める額に０．５を

乗じて得た額 

⑶ ⑴及び⑵に掲げる障害児以外の障害児 ０円 

７ 階層区分がＣ階層又はＤ階層であって、負担額算定基準者（主たる扶養義務者

の児童、当該主たる扶養義務者の児童であった者及び当該主たる扶養義務者又は

その配偶者の直系卑属（当該主たる扶養義務者の児童及び当該主たる扶養義務者

の児童であった者を除く。）（主たる扶養義務者と生計を一にする者に限る。）

をいう。以下同じ。）が２人以上属する世帯の主たる扶養義務者のうち、当該主

たる扶養義務者及び当該主たる扶養義務者と同一の世帯に属する者についてやむ



を得ない事由による措置を行った月の属する年度（やむを得ない事由による措置

を行った月が４月から６月までの場合にあっては、前年度）分の地方税法第２９

２条第１項第２号に掲げる所得割の額を合算した額が７７，１０１円未満である

ものにあっては、当該主たる扶養義務者の障害児１人につき１日当たりの徴収額

は、次の各号に掲げる障害児の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。ただし、

法第６条の２の２第１項に規定する障害児通所支援に係るものに限る。 

⑴ 障害児（小学校就学前負担額算定基準者（負担額算定基準者のうち小学校就

学の始期に達するまでの者をいう。以下同じ。）である者を除く。） 徴収額

に定める額 

⑵ 小学校就学前最年長負担額算定基準者（小学校就学前負担額算定基準者のう

ち最年長の者をいう。以下同じ。）である障害児（世帯に属する全ての負担額

算定基準者が小学校就学前負担額算定基準者である場合に限る。） 徴収額に

定める額 

⑶ 小学校就学前最年長負担額算定基準者である障害児（負担額算定基準者のう

ち小学校就学前負担額算定基準者以外の者が１人のみである場合に限る。） 徴

収額に定める額に０．５を乗じて得た額 

⑷ 小学校就学前負担額算定基準者である障害児（小学校就学前最年長負担額算

定基準者を除く小学校就学前負担額算定基準者のうち最年長者である障害児を

いい、全ての負担額算定基準者が小学校就学前負担額算定基準者である場合に

限る。） 徴収額に定める額に０．５を乗じて得た額 

⑸ ⑴から⑷までに掲げる障害児以外の障害児 ０円 

８ 令和６年７月１日から令和１０年６月３０日までの期間の各月分の措置費の算

定に限り、階層区分がＣ階層であると認定された主たる扶養義務者（令和６年６

月３０日までに措置が採られた児童の主たる扶養義務者であって、令和５年７月

１日から令和６年６月３０日までの期間における階層区分が、均等割免除規定の

適用を受けることによりＢ階層であったものに限る。）の徴収額は、次の各号に

掲げる期間の区分に応じ、当該各号に掲げる額（当該額に１００円未満の端数が

あるときは、これを切り捨てた額）とする。 

⑴ 令和６年７月分から令和７年６月分まで Ｂ階層の徴収額 

⑵ 令和７年７月分から令和８年６月分まで Ｃ階層の徴収額とＢ階層の徴収額



との差額に０．７５を乗じて得た額をＣ階層の徴収額から減じた額 

⑶ 令和８年７月分から令和９年６月分まで Ｃ階層の徴収額とＢ階層の徴収額

との差額に０．５を乗じて得た額をＣ階層の徴収額から減じた額 

⑷ 令和９年７月分から令和１０年６月分まで Ｃ階層の徴収額とＢ階層の徴収

額との差額に０．２５を乗じて得た額をＣ階層の徴収額から減じた額 

９ ８の規定は、８の規定の適用を受ける主たる扶養義務者がＣ階層以外の階層区

分となった場合には、その月分から令和１３年６月分までの期間における徴収額

の算定については、適用しない。 

（京都市児童福祉施設措置費徴収規則の一部を改正する規則の一部改正） 

第２条 京都市児童福祉施設措置費徴収規則の一部を改正する規則（令和３年６月３０日

京都市規則第２６号）の一部を次のように改正する。 

 附則中第５項を第６項とし、第４項を第５項とし、第３項の次に次の１項を加える。 

４ 同一世帯から２人以上の者に対して法第２７条第１項第３号若しくは第２項に規定

する措置が採られ、又は母子保護の実施若しくは法第６条の３第１項に規定する児童

自立生活援助が行われている場合であって、前項の適用を受ける者と京都市児童福祉

施設措置費等徴収規則等の一部を改正する規則（令和６年  月  日京都市規則第 

   号）第１条の規定による改正後の京都市児童福祉施設措置費等徴収規則（以下

「令和６年改正後の規則」という。）別表第３又は別表第４の適用を受ける者がある

場合におけるこれらの規定の適用については、令和６年改正後の規則別表第３備考３

中「この表又は次表に掲げる額（４又は５の規定（」とあるのは「京都市児童福祉施

設措置費等徴収規則の一部を改正する規則（令和３年６月３０日京都市規則第２６号）

（以下「一部改正規則」という。）附則別表第１から附則別表第５まで又はこの表若

しくは次表に掲げる額（一部改正規則附則別表第１備考４又は４若しくは５の規定（」

と、「以外の者」とあるのは「以外の者について一部改正規則附則別表第１から附則

別表第５までの規定が適用される場合」と、令和６年改正後の規則別表第４備考３中

「前表又はこの表に掲げる額（４の規定（」とあるのは「一部改正規則附則別表第１

から附則別表第５まで又は前表若しくはこの表に掲げる額（一部改正規則附則別表第

１備考４又は４若しくは５の規定（」と、「以外の者」とあるのは「以外の者につい

て一部改正規則附則別表第１から附則別表第５までの規定が適用される場合」とする。 

附則に次の２項を加える。 



７ 令和６年７月１日から令和１３年６月３０日までの期間の各月分の措置費の算定に

限り、前項の規定の適用がある世帯のうち、第１条の規定による改正前の京都市児童

福祉措置等徴収規則（以下「改正前の規則」という。）別表第３において階層区分が

Ｃ階層であって市町村民税の所得割の額（年額）による区分（以下「税額区分」とい

う。）がＣ１と認定された世帯（令和５年７月１日から令和６年６月３０日までの期

間における階層区分が、当該世帯の構成員が京都市市税条例の一部を改正する条例（令

和２年１１月２５日京都市条例第１９号）第２条の規定による改正前の京都市市税条

例第３５条第２項第３号の規定（以下「均等割免除規定」という。）の適用を受ける

ことにより、階層区分が改正前の規則別表第３においてＢ階層であった世帯に限る。）

の徴収額は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に掲げる額（当該額に１

００円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）とする。 

⑴ 令和６年７月分から令和７年６月分まで Ｂ階層の徴収額 

⑵ 令和７年７月分から令和９年６月分まで Ｃ１の徴収額とＢ階層の徴収額との差

額に０．７５を乗じて得た額をＣ１の徴収額から減じた額 

⑶ 令和９年７月分から令和１１年６月分まで Ｃ１の徴収額とＢ階層の徴収額との

差額に０．５を乗じて得た額をＣ１の徴収額から減じた額 

⑷ 令和１１年７月分から令和１３年６月分まで Ｃ１の徴収額とＢ階層の徴収額と

の差額に０．２５を乗じて得た額をＣ１の徴収額から減じた額 

８ 前項の規定は、前項の規定の適用を受ける世帯がＣ階層以外の階層区分（Ｃ１以外

の税額区分を含む。）となった場合には、その月分から令和１３年６月分までの期間

における徴収額の算定については、適用しない。 

附則別表第１徴収額（月額）の欄中「児童自立支援施設」の右に「（通所部を除く。）」

を、「限る。）」の右に「、児童自立支援施設（通所部に限る。）」を加え、同表備考

３中「、この表に掲げる額（４の規定」を「、この表又は令和６年改正後の規則別表第

３若しくは別表第４に掲げる額（４又は令和６年改正後の規則別表第３備考４若しくは

５の規定」に改め、「以外の者」の右に「にこの表が適用される場合」を加え、「のこ

の表に掲げる額（４の規定」を「のこの表又は令和６年改正後の規則別表第３若しくは

別表第４に掲げる額（４又は令和６年改正後の規則別表第３備考４若しくは５の規定」

に改め、同備考４中「第６条の２の２第３項」を「第７条第２項」に改め、「徴収額は、」

の右に「Ａ階層からＤ階層（税額区分がＤ１からＤ１１（Ｄ１１の適用を受ける世帯に



ついては、母子生活支援施設、児童心理治療施設（通所部に限る。）、児童自立支援施

設（通所部に限る。）又は児童自立生活援助事業を行う者の欄を適用するものに限る。）

までの世帯に限る。）までの世帯にあっては」を、「額）」の右に「とし、Ｄ階層のう

ち税額区分がＤ１１（Ｄ１１の適用を受ける世帯については、乳児院、児童養護施設、

児童心理治療施設（通所部を除く。）、児童自立支援施設（通所部を除く。）、小規模

住居型児童養育事業を行う者又は里親の欄を適用するものに限る。）からＤ２０までの

世帯にあっては措置費及び助産等費用の支弁額」を加え、同備考４に次のように加える。 

この場合において、Ｄ階層のうち税額区分がＤ１１以上の世帯であって措置費

及び助産等費用の支弁額が各税額区分に規定する徴収額の上限額を日割りによっ

て計算して得た額（以下「日割り上限額」という。）を超えるときの当該世帯に

係るその月における措置費及び助産等費用の徴収額は、日割り上限額とする。 

附則別表第１備考に次のように加える。 

６ 令和６年７月１日から令和８年６月３０日までの期間の各月分の措置費等の算

定に限り、階層区分がＣ階層であると認定された世帯（令和５年７月１日から令

和６年６月３０日までの期間における階層区分が、当該世帯の本人又は扶養義務

者が均等割免除規定の適用を受けることによりＢ階層であった世帯に限る。）の

徴収額は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に掲げる額（当該額に

１００円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）とする。 

⑴ 令和６年７月分から令和７年６月分まで Ｂ階層の徴収額 

⑵ 令和７年７月分から令和９年６月分まで Ｃ階層の徴収額とＢ階層の徴収額 

との差額に０．７５を乗じて得た額をＣ階層の徴収額から減じた額 

⑶ 令和９年７月分から令和１１年６月分まで Ｃ階層の徴収額とＢ階層の徴収 

額との差額に０．５を乗じて得た額をＣ階層の徴収額から減じた額 

⑷ 令和１１年７月分から令和１３年６月分まで Ｃ階層の徴収額とＢ階層の徴 

収額との差額に０．２５を乗じて得た額をＣ階層の徴収額から減じた額 

附則別表第２徴収額（月額）の欄、附則別表第３徴収額（月額）の欄、附則別表第４

徴収額（月額）の欄及び附則別表第５徴収額（月額）の欄中「児童自立支援施設」の右

に「（通所部を除く。）」を、「限る。）」の右に「、児童自立支援施設（通所部に限

る。）」を加える。 

   附 則 



 この規則は、公布の日から施行する。 

 

（子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課） 


